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場

山
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博

子

西
国
巡
礼
や
四
国
遍
路
な
ど
各
種
の
巡
拝
が
普
及
す
る
と
共
に
、
経

済
的

・地
理
的

・
社
会
的
に
本
霊
場
巡
拝
が
困
難
で
あ
る
者
に
対
し
て
、

巡
拝
を
容
易

に
成
さ
し
め
る
た
め
、
国
単
位
、
郡
単
位
あ
る
い
は

一
寺

内
な
ど
の
限
定
地
域
に
本
霊
場
を
移
し
た
霊
場
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
の
霊
場
は
、
「地
方
霊
場
」
「移
し
霊
場
」
「写
し
霊
場
」
「ミ

ニ
霊
場
」

な
ど
の
名
称

で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
必
ず

し
も
そ
の

内
容
を
正
確

に
表
現
し
て
い
る
と
は
言

い
難
い
が
、
と
り
あ
え
ず

「移

し
霊
場
」
と
称
し
て
お
く
。
移
し
靈
場
は
、
霊
場
め
ぐ
り
と
し
て
古

い

歴
史
を
も
つ
西
国
巡
礼
や
四
国
遍
路

の
場
合
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
数

が
確
認
で
き
る
が
、
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
や
親
鷺
聖
人
二
十
四
輩
な

ど
に
も
、
数

は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
み
ら
れ
る
。

法
然
上
人

二
十
五
霊
場

の
巡
拝
が
行
わ
れ
始
め
た
の
は
、
宝
暦
年
間

(
一
七
五

一
～

一
七
六
三
)
頃
と
み
ら
れ
る
。
本
霊
場
が
普
及
す
る
と
共

に
、
徐
々
に
各
地
に
移
し
霊
場
が
設
け
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う

で
、
創
設

時
期
の
早
い
も
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
。
規
模
も
、

一
国
単
位

の
も
の

か
ら
、

一
寺

内
に
二
十
五
の
札
所
を
設
け
た
も
の
ま
で
み
ら
れ
る
。
本

稿
は
、
こ
れ
ら
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
移
し
霊
場
の
実
態
を
、
史
料

及
び
遺
物
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
国
及
び
郡
単
位

の
移
し
霊
場
の
内
、
江
戸
時
代
創
設

の
も
の
と
し

て
は
、
「御
府
内
円
光
大
師
二
十
五
拝
所
」
「福
井
県
下
元
祖
大
師
廿
五

霊
場
」
「伊
賀
廿
五
霊
場
」
「元
祖
円
光
大
師
諸
国
大
坂
順
拝
廿
五
ヶ
所
」

「
(和
泉
国
)
円
光
大
師
廿
五
霊
所
」
「円
光
大
師
京
都
廿
五
庭
」
「木
津

川
西
筋
円
光
大
師

二
十
五
ヶ
所
」

「肥
前
国
二
十

五
拝
所
」
、
大
音
寺

(肥
前
国
)
を
含
む
二
十
五
霊
場
、

一
光
寺

(筑
前
国
)
を
含
む
二
十
五

霊
場
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
江
戸

に
設
け
ら
れ
た

「御

府
内
円
光
大
師
二
十
五
拝
所
」
を
紹
介
し
て
お
く
。
「御
府
内
円
光
大

師
二
十
五
拝
所
」
の
創
設

の
経
緯
は
、
安
永
七
年

(
一
七
七
八
)
に
、
霊

巌
寺
第
十
九
世
智
堂
が
、
雄
誉
霊
巌
自
作
の
法
然
像
を
重
修
安
置
し
た

こ
と
に
対
し
、
増
上
寺
大
僧
正
隆
善
が
随
喜
し
、
府
内

に
二
十
五
霊
場

を
定
め
た
と
い
う
。
従

っ
て
、
第
二
十
五
番
札
所

は
霊
巌
寺
で
あ
る
。

天
保
九
年

(
一
八
三
八
)
刊
行
の
斎
藤
月
峯

に
よ
る

『東
都
歳
時
記
』

に
、
札
所
寺
院
名
や
詠
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
安
永
年
中

61



法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
移
し
霊
場

(山

本
)

の
創
設
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
巡
拝

の
た
め
の
案
内
記
と
し

て
、
安
政
五
年

(
一
八
五
八
)
五
月
刊
行

の

『御
府
内
円
光
大
師
二
十

五
拝
所
順
路
記
』
が
あ
る
ゆ
札
所
寺
院
の
記
載
順
序
は
、
三
番
札
所

(酉
蓮
社
)
が

一
番
札
所

(妙
定
院
)

の
前
に
、
即
ち
最
初
に
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ

は
、
お
そ
ら
く
三
番
札
所
で
あ
る
酉
蓮
社
の
格
が
高

い
ゆ

え
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
他
の
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
移
し
霊
場

の
多
く
は
、
本
霊
場
の
礼
所
寺
院

の
順
に
、
例
え
ば
、
本
靈
場
第

一
番

札
所
誕
生
寺

を
移
し
た
も
の
が
、
移
し
霊
場
第

一
番
札
所
と
い
う
具
合

に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
し
か
し

「御
府
内
円
光
大
師
二
十
五
拝

所
」
の
場
合

は
、
第

一
番
札
所
妙
定
院
は
、
本
靈
場
第
五
番
札
所
勝
尾

寺
二
階
堂

の
移
し
で
あ
り
、
詠
歌
も
勝
尾
寺
二
階
堂
に
配
さ
れ
た
も
の

で
あ
つ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
札
所
が
、
本
霊
場
を
順
番
に
移
し
て
い
な
い

と
い
う
特
徴

が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、

「円
光
大
師
京
都
廿

五
庭
」
や

「木
津
川
西
筋
円
光
大
師
二
十
五
ヶ
所
」
に
お
い
て
も
み
ら

れ
る
。
札
所
標
石
の
現
存
の

一
例
と
し
て
は
、
第̀

一
番
妙
定
院

の
も
の

が
あ
る
。
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
七
月
の
建
立
で
あ
る
の
で
、
創
設

後
、
比
較
的

早
い
時
期
の
建
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
、
詠
歌
額

の
現
存
例
は
未
確
認
で
あ
る
。

明
治
時
代
以
降
に
創
設
さ
れ
た
移
し
霊
場
に
は
、
「埼
玉
県
二
十
五

霊
場
」

「法
然
上
人
三
河
二
十
五
霊
場
」

「野
洲
郡

二
十
五
霊
場
」

「大

和
二
十
五
霊
場
」
「円
光
大
師
准
廿
五
霊
場
」
「円
光
大
師
讃
岐
廿
五
箇

拝
所
」
、
八
日
市
を
中
心
と
す
る
二
十
五
霊
場
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
内
、
「埼
玉
県
二
十
五
霊
場
」
を
紹
介
す
る
。
「埼
玉
県
二
十
五
霊
場
」

の
札
所
寺
院
に
つ
い
て
は
、
『浄
土
宗
元
祖
圓
光
大
師
二
十
五
霊
場
御

詠
歌

埼
玉
県
御
霊
場
』
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
。
刊
年
の
記
載
は
な

い
が
、
扉
に

「浄
土
宗
元
祖

圓
光
東
漸
恵
成
弘
覚
慈
教
大
師

加
證

明
照
大
師

明
治
四
拾
四
年
二
月
廿
七
日
宣
下
」
と
あ
る
の
で
、
明
治

四
十
四
年

(
一
九

コ

)
以
降

の
発
行

で
あ
る
。
番
外
寺
院

一
ヶ
寺
を

加
え
た
計
二
十
六
ヶ
寺
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
霊
場
の
札
所
寺
院

名

の
記
載
は
な
い
。
詠
歌
は
、
番
外
寺
院
以
外

は
、
本
霊
場
と
同
じ
も

の
が
、
同
じ
順
に
配
さ
れ
て
い
る
。
次
に
札
所
寺
院
名
を
掲
げ
て
お

く
。
①
林
西
寺
②
聖
福
寺
③
神
宮
寺
④
大
徳
寺
⑤
倉
常
寺
⑥
天
然
寺
⑦

東
国
寺
⑧
称
名
寺
⑨
真
福
寺
⑩
円
福
寺
⑪
勝
林
寺
⑫
西
光
寺
⑬
安
国
寺

(番
外
)無
量
院
⑭
清
浄
院
⑮
聖
徳
寺
⑯
源
光
寺
⑰
林
泉
寺
⑬
(大
相
模
)

浄
音
寺
⑲
天
嶽
寺
⑳
西
教
院
⑳
(末
田
)浄
音
寺
⑫
浄
泉
寺
⑬
浄
安
寺
⑭

願
生
寺
⑮
浄
国
寺
。
法
然

の
七
百
回
遠
忌
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
創

設
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
創
設
は
、
明
治
四
十

四
年
頃
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

移
し
霊
場
の
一
形
態
と
し
て
、
本
霊
場
を
、

一
ヶ
寺

の
境
内
や
裏
山

な
ど
に
移
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
西
国
巡
礼

(今
熊
野
三
士

二
観
音
等
)

や
四
国
遍
路

(仁
和
寺
八
十
八
所
等
)
な
ど
に
は
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る

が
、
法
然
上
人
二
十
五
靈
場
の
場
合
も
見
ら
れ
る
。
「円
光
大
師
讃
岐

二
十
五
箇
拝
所
」
第
二
十
五
番
札
所
西
念
寺

(
こ
の
地
は
も
と
生
福
寺

の
あ
つ
た
所
で
あ
る
)
の
裏
山
に
は
、
二
十
五
体

の
石
仏
が
建
立
さ
れ
、

62



法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
移
し
霊
場

(山

本
)

移
し
霊
場
と
し
て

一
巡
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
石
仏
の
文
字
は

判
読
不
能

の
部
分
が
多
い
が
、
札
所
番
号

・
札
所
寺
院
名

(本
霊
場
寺

院
名
)
・
地
名

・
詠
歌

・
施
主
名
、
そ
し
て
、
西
念
寺
第
十
七
世
仁
誉

の

代
に
建
立

さ
れ
た
こ
と
を
示
す

「仁
誉
代
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
仁
誉

は
、
天
保

七
年

(
一
八
三
六
)
四
月
十

一
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

天
保
七
年
以
前
に
、
こ
の
移
し
霊
場
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

施
主
名
は
、
二
十
五
体
と
も
違

つ
て
お
り
、
個
人
名

に
混
り
、
金
毘
羅

講
中

・
廿
五
人
講
中
な
ど
の
講
名
も
み
ら
れ
る
。

お
砂
巡
り

(お
砂
踏
)
は
、

一
寺
内
に
全
札
所
を
集
め
、
本
霊
場

の

各
札
所
か
ら
も
ら
い
受
け
た
砂
を
、

一
ヶ
所
つ

つ
そ
の
上
を
踏
み
な
が

ら
巡
拝
す
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
寺
院
の
屋
内

で
行
わ
れ
る
こ

と
が
多

い
が
、
屋
外
の
場
合
も
あ
る
。
西
国
巡
礼

で
は
中
山
寺
、
四
国

遍
路
で
は
今
熊
野
観
音
寺
な
ど
多
く
み
ら
れ
る
が
、
法
然
上
人
二
十
五

霊
場
の
お
砂
巡
り
の
例
と
し
て
は
、
総
持
寺
を
あ
げ

て
お
く
。
総
持
寺

(和
歌
山
市
梶
取
)
は
、
西
山
浄
土
宗
檀
林
三
ヶ
寺

の

一
で
、
梶
取
本
山

と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
総
持
寺
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『白
木
講
』
に
よ
つ

て
、
お
砂
巡
り
の
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
毎
月
二

十
四
日
に
、
本
霊
場
の
各
札
所

の
砂
を
集
め
、
大
師
前
に
敷
き
並
べ
て
、

各
々
が
そ

の
上
に
安
座
し
て
、
御
詠
歌
を
唱
え
る
。
あ
と
で
、
こ
の
砂

は
、
本
堂

の
地
面
に
埋
め
る
の
で
、
そ
の
後
、
総
持
寺

へ
参
詣
し
た
者

も
、
本
霊
場
巡
拝
と
同
じ
功
徳
を
得
ら
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
白

木
講
は
、

二
十
五
円
通
に
因
み
、
二
十
五
組
に
分
け
ら
れ
、
組
名

は
、

詠
歌
の
文
言
か
ら
取

っ
て
い
る
。

一
番
は
両
幡
組

で
あ
る
。
講

の
設
立

は
、
本
堂

の
再
建

・
釈
迦
堂
建
立
を
は
じ
め
と
す

る
境
内
整
備
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『白
木
講
』

の
序
は
、
白
木
妙

空
辮
才
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『白
木
講
』

の
刊
行
、
白
木
講

の

設
立
、
総
持
寺
に
お
け
る
お
砂
巡
り

の
創
設
は
、
辮
才
が
、
総
持
寺
住

持

で
あ
っ
た
文
政
元
年

(
一
八
一
八
)
か
ら
文
政
七
年
ま
で
の
間

の
、
比

較
的
早
い
時
期
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
移
し
霊
場

の

一
部
を
紹
介
し
た
。

移
し
霊
場

の
創
設
年
代
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和

に
至
る
ま
で
種
々
み

ら
れ
、
た
い
て
い
の
場
合
、
法
然
の
遠
忌
や
浄
土
宗
開
宗

(法
然
上
人

三
河
二
十
五
霊
場
)
等

の
記
念
行
事

の

一
環
と
し

て
創
設
さ
れ
て
い
る
。

設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
は
、
西
は
九
州
ま
で
み
ら
れ
る
が
、
東
は
へ
東

京
周
辺
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
各
々
の
移
し
霊

場
に
お
い
て
は
、
巡
拝

の
た
め
の
案
内
記
や
御
詠
歌
集

の
作
成
、
札
所
標

石
の
建
立
、
詠
歌
額

の
作
成
な
ど
を
行
い
、
積
極
的
に
巡
拝
を
す
す
め
て
い
る
が
、
創
設
か

ら
時
を
経

る
と
巡
拝
さ
れ
な
く
な
る
場
合
が
多

い
。
そ
れ
故
、
「福
井

県
下
元
祖
大
師
廿
五
霊
場
」
や

「伊
賀
廿
五
靈

場
」
の
よ
う
に
、
江
戸

時
代
創
設

の
も
の
が
、
明
治
以
降
に
再
興
さ
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

法
然
、
二
十
五
霊
場
、
移
し
霊
場
、
霊
跡
巡
拝

(佛
教
大
学
職
員
)
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